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新型コロナウイルス感染症拡大防止の再徹底について

県内の新型コロナウイルスの感染者数は減少傾向にあり、本年９月26日から、感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）に基

づく感染症発生に係る都道府県知事への届出の見直し等が適用されたところである

が、職員にあっては、引き続き、下記事項に留意の上、新型コロナウイルス感染症拡

大防止対策を徹底されたい。

なお、本通達については、本年10月11日に運用を開始することとし、本通達の運用

開始をもって、「新型コロナウイルス感染症拡大防止の徹底について」（令和３年11月

15日付け警務第247号）は廃止する。

記

１ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

(1) マスクなしでの会話

日常生活の全般において、石けんによる丁寧な手洗い、アルコール消毒液によ

る手指消毒、不織布マスクの着用、対人距離の確保等、接触感染や飛沫感染を防

止するための基本的な対策を引き続き徹底すること。特に、マスクを外して飲食

する際は、飛沫感染等のリスクが高まることから、座席位置や距離、会話に留意

すること。

(2) 狭い空間での共同生活

狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リ

スクが高まる。

当直時の休憩室、出張、警備出動等においては狭い空間に複数人が集まること

があるため、各所属の状況に応じて可能な限り感染リスクを減らす取組を行うこ



と。

(3) 居場所の切り替わり

執務室から警察車両や更衣室等に居場所が切り替わった際、気の緩みや環境の

変化により、感染リスクが高まることが指摘されていることから、基本的対策を

継続するよう職員に周知すること。

２ イベント、部内会議等について

イベント、部内会議等の開催に当たっては、青森県危機対策本部の基準を参考と

し、開催の是非、必要性について判断すること。

３ 飲酒を伴う会合について

飲酒を伴う会合を実施する場合には、

○ 少人数

○ 短時間

○ 二次会の禁止

○ 午後９時まで

○ 感染拡大予防ガイドラインを遵守した店舗の利用

とした上で、新型コロナウイルス感染症対策分科会が示す「感染リスクが高まる「５

つの場面」」（別添１）及び「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」（別添２）

に留意し、警察職員として職責を自覚した節度ある行動を徹底すること。
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